
年金記録確認岩手地方第三者委員会（第 11 回） 議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 19 年 12 月 12 日（水）午後１時 15 分から４時 15 分 

 

２ 場 所 盛岡合同庁舎２号館４階会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）菅原委員長、藤澤委員長代理、浅沼委員、菅野委員、齋藤委員、 

田村委員、村井委員 

 （岩手行政評価事務所）佐々木事務室長 斎藤次長ほか 

 

４ 主な議題  

(1) 委員会への申立事案に係る審議 

 (2) その他 

 

５ 会議経過 

(1) 事務室から、申立書の受付件数について、次の通り報告された。 

① 岩手県内の社会保険事務所における申立書の受付件数 

351 件（厚生年金 118 件、国民年金 233 件）（12 月２日現在） 

② 岩手社会保険事務局から岩手地方第三者委員会への申立書の転送件数 

303 件（厚生年金 100 件、国民年金 203 件）（12 月 10 日現在） 

なお、②の数字には中央第三者委員会から岩手地方第三者委員会への申立書の移送

件数３件（厚生年金１件、国民年金２件）（12 月 10 日現在）を含む。 

 

(2) 本日の委員会では、次のとおり申立事案の審議、経過報告が行われた。 

  ① 新規事案の審議     ０件 

  ② 継続事案の経過報告   ５件（国民年金５件）  

 

審議では、提出資料の検証や追加資料の必要性等について意見交換が行われた結果、

国民年金事案１件ついて年金記録を訂正する必要があると認め、あっせん案が決定さ

れた。また、国民年金事案３件については、年金記録の訂正は必要ないと決定された。 

なお、このほかの１件については継続審議となった。 

 

(3) 次回の委員会は、12 月 26 日（水）午後 1時 15 分から開催することとなった。 

  

 文責：委員会事務室 

後日修正の可能性あり 



年金記録確認岩手地方第三者委員会（第 12 回） 議事要旨 

 

 

１ 日 時 平成 19 年 12 月 26 日（水）午後１時 15 分から４時 15 分 

 

２ 場 所 岩手教育会館２階南側第３会議室 

 

３ 出席者 

 （委員会）菅原委員長、藤澤委員長代理、浅沼委員、菅野委員、齋藤委員、 

髙橋委員、田村委員、村井委員 

 （岩手行政評価事務所）小沼所長、佐々木事務室長ほか 

 

４ 主な議題  

(1) 委員会への申立事案に係る審議 

 (2) 委員会運営規則等の改正等 

 (3) その他 

 

５ 会議経過 

(1) 事務室から、申立書の受付件数について、次の通り報告された。 

① 岩手県内の社会保険事務所における申立書の受付件数 

389 件（厚生年金 132 件、国民年金 257 件）（12 月 16 日現在） 

② 岩手社会保険事務局から岩手地方第三者委員会への申立書の転送件数 

316 件（厚生年金 107 件、国民年金 209 件）（12 月 21 日現在） 

なお、②の数字には中央第三者委員会から岩手地方第三者委員会への申立書の移送

件数３件（厚生年金１件、国民年金２件）（12 月 21 日現在）を含む。 

 

(2) 本日の委員会では、次のとおり申立事案の審議、経過報告が行われた。 

  ① 新規事案の審議     １件（国民年金１件） 

  ② 継続事案の経過報告   ３件（国民年金３件）  

 

審議では、提出資料の検証や追加資料の必要性等について意見交換が行われた結果、

国民年金事案１件ついて年金記録を訂正する必要はないと決定した。 

なお、このほかの３件については継続審議となった。 

 

(3) 「年金記録確認岩手地方第三者委員会運営規則（一部改正案）」等関係規程の一部

改正を決定した。 

 

(4) 部会の設置運営について、以下のように決定した。 

委員会の下に第一部会及び第二部会の２つの部会を設置することとなり、今後原則と



回 
して月計５会開催することとした。 

 

(5) 次回の最初の部会は、第一部会は１月 11 日（金）午後 1時 15 分から、第二部会は

１月 18 日（金）午前９時から開催することとした。 

  

 文責：委員会事務室 

後日修正の可能性あり 
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